
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岩手県地方公務員共闘会議（議長 佐藤淳一岩教組委員

長）は、10月２日県人勧へ向けた交渉の最終局面となる人

事委員長交渉に臨む。これまでの交渉では、月例給・一時

金は公民較差が厳しく、給与改定・一時金引上げなしの可

能性に言及していること、通勤手当・住居手当の改善も具

体策を示さず、極めて不満が残る内容だ。一方で、交通用

具利用に係る65㎞超の距離区分新設に関しては検討を深め

る余地ありとしており、具体的内容を引出す必要がある。 

地公共闘では、現場で踏ん張っている職員に報いる勧告の実現に向け、人事委員長交

渉に仲間の結集による「座り込み行動」を配置し、切実な訴えを背景に交渉の押し上げ

をはかることとしており、県職労でもこの取り組みに結集し交渉を支援していく。 

≪これまでの交渉での確認と委員長交渉の課題 ≫ 

要求課題 これまでの経過 交渉課題 

月例給・一時金の

改定 

民調結果は国よりも若干弱い。仮にプ

ラスとなっても給料表改定・一時金引

上げにならない可能性もある。 

勤務意欲確保のため、４年連続の月例

給・一時金のプラス改定を。国と地方

との格差拡大は許さない。 

通勤手当 通勤手当（交通用具利用）は昨年改定

した交通機関利用との均衡や通勤実態

の変化を踏まえ検討中。65㎞超の距離

区分新設は検討を深める余地あり。 

昨年改定した交通機関利用との均衡を

考慮するのであれば高速道路利用の手

当改善を実現すべき。65㎞超の距離区

分新設の実現を。 

                                            （裏面に続く） 

号外 

昭和34 年4 月1 日 

第3種郵便物認可 

定価1 部2 円 

発 行 所 

盛岡市内丸10番1号 

 

岩手県庁内 

 

岩手県職員労働組合 

 

№２４２６ 

２０１７年 

９月29 日 

 

人事委員会勧告に

向け最終局面！要

求を突き付け改善

勧告実現のため、

県庁座り込み行動

へ結集を！！ 
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要求課題 これまでの経過 交渉課題 

住居手当 沿岸部の家賃高騰の公的データはない

が、組合の声を聞いて検討を進める。 

被災地の復興のために尽力している職

員の勤務意欲確保のためにも住居手当

の引上げを強く求める。 

専門職種の処遇改

善 

獣医師確保対策は、任命権者における

修学資金貸付の拡大効果を見極めてい

る。初任給調整手当等に関しては他県

動向を調査中。その他の職種（薬剤師

等）の初任給は東北地区で中位の状況。 

目に見える処遇面での改善がなければ

新卒者をはじめ獣医師等の確保は難し

い。課題意識があるのであれば積極姿

勢を示すべき。 

休暇制度の拡充 両立支援が必要と認識。不妊治療への

支援は、国人勧の言及（仕事と不妊治

療との両立支援に係る民間実態）を踏

まえ、他県動向を踏まえ検討継続中。 

国の動向よりも当県としての支援策の

具体化が必要だ。支援策が必要との姿

勢であれば先行して具体化すべき。 

多忙化・長時間労

働の解消 

人事院も長時間労働是正に向けて実効

力ある方法の検討が必要と言及。これ

を踏まえ検討をしている。 

適正な勤務時間管理や超勤が恒常化し

ている職場への要員配置など具体的対

策を任命権者に求めるべき。 

 地公共闘の交渉に向け、県職労では次の集会、座り込み行動に取り組みま

す。課題解決のため職場からの多くの参加をお願いします。 

 

 

１ 日 時  ２０１７年１０月２日(月) １０時００分～  

２ 会 場  岩手県公会堂 ２１号室 

 ３ 内 容   ９:４０  受付開始  

１０:００  開  会  主催者あいさつ、情勢報告・課題提起、 

各単組決意表明、団結ガンバロー 

１０:４０  閉 会 ･･･県庁へ移動  

 

 

 

１ 日 時  ２０１７年１０月２日(月) １１時００分～  

２ 会 場  県庁 １１階 エレベータフロア（１０階にも配置の場合あり） 

 ３ 内 容  １０:５０  座り込み開始 

１１:００ 交渉団送り出し・人事委員会委員長交渉 

        交渉終了後「結果報告」 

１１:５０ 解散  

※交渉の状況により時間がずれ込む場合があります。 


